
 

 

【中国】 

 

Ｑ１．海外赴任前後、特別休暇はございますか。 

 

 

Ｑ２．赴任地での住居に会社の賃料規定はございますか。 

 

 

Ｑ３．Ｑ２で「ある」とお答えになった方へ、具体的にはどのような規定でしょうか。（複数回答可） 

役職に応じた賃料規定 133 

同居人数に応じた賃料規定 139 

会社保有物件など指定の部屋への入居 14 

その他 25 

 

Ｑ４.Ｑ３で「その他」とお答えになった方へ、その内容を教えてください。 

19,000元／3人／月 

給与に応じた賃料規定 

給与より定率控除 

赴任地の物価水準、賃貸相場から算出 

現法社長の判断 

全額会社負担 

内規として上限あり 

不文律として上限あり 

同居人数とは関係なく上限あり 

1～4日

40%

5日以上

36%

ない

24%

ある

69%

ない

31%

1～4日 122 

5日以上 109 

ない 75 

総計 306 

ある 212 

ない 94 

総計 306 



 

 

単身者は会社保有の寮、家族帯同者は役職・同居人数関係なく一定金額補助 

会社が居住先を決定（賃料の規定なし） 

規定はないが、前任者が基本となる 

規定はないが、過去のベースで運用 

規定はないが、役職・家族有無等で大まかなレンジを設定 

地域、役職に関係なく賃料の一部補助 

役職に関係なく地域に応じて設定 

役職に関係なく一律での上限あり 

役職に関係なく家族帯同は 20,000 元、単身は 10,000 元が上限の目安 

 

Ｑ５．通勤時に社用車は支給されていますか。 

 

 

Ｑ６．Ｑ５で「ある」とお答えになった方へ、一人一台でしょうか、それとも複数人でシェアでしょうか。 

 

 

ある

51%
ない

49%

一人一台

15%

複数人でシェア

85%

ある 156 

ない 150 

総計 306 

一人一台 24 

複数人でシェア 132 

総計 156 


